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土 地 賃 貸 借 契 約 書

利毛記載のとおり

実測1,613.21ゞ 側紙側 のとおり)

中央新幹線建設工事用車両等 (以 下 「車両」 とい

う。)の通行 (i■i行用設備の設置を含む。 )

2019年 10月 1日 から

中嗽

"酵
線建設工事完了後土地の原Nコ復を終了するまで

金融機 関名

預金種別

日座番号

名  義
―

― ― ― ―

頭書の土地の所有者前島久美、前島允、前島充 (以下3者を総称して「甲」という。)は、東海旅客

鉄固樹    (以下「乙」という。)と次の条項により契約 (以下「本契約」という。)を締結する。

6念   則)

第1条 甲は、頭書の土地 (以下「土上幽 という。)について、本契約 (頭書部分を含む。り に従つて

乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
ι
`?2 乙は土地の利用にあたり、大魔村の豊かな自然、静証な環境、季節折々の食材を求めて来訪卿

~る
者

に配慮するものとする。

償湘の支払)

第2条 賃ホ11ま頭書のとおりとする。ただし、月の途中において解約したとき又は賃料を変更したとき

は、当該月の日数により日害1り 計卜算し、 日害1り 計算額の 1円未満の端数は 1円単位に切り上げること

とする。

2 乙はFFに対し、毎月末日までに、コ]分の難 _     を支払うものとする。

3 乙は、前項の賃印こついて、頭書記載の賃才1支払口座に振込送金することとする。振込送金に必要

な手数料はこの負担とする。

(公砒衡潤

第3条 」 □こ対する公租公課 口定資産税及び都F稲剛 を含観 )は、甲の負llと する。

=



(土地の議 、転貸等)                       ‐́

第4条 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、土地を第二者に譲渡、質権設定等の担保提供その

他の方法により処分しないものとする。

2 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、土地を第三者に譲渡又は転貸しないものとする。

は二沼罰:J`自 )

第5条 乙は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、第2条第2項の期日までに賃料を支払

わなかったときは、その翌日から支払をした日までの日数に応じ、当該支払金額に対し年14.6%の割

合で計算した金額を甲に支払うものとする。

(鶏効 輸

第6条 甲及び劉ょ、相手方Mの 鰤 定`める義務に違反した原 相手方轟 し、催告
'を受けてから30日 以内に義務が艦層しれなかった場創日ま、本契約を解除することができる。

輌術 の申入わ                   ・

第7条 乙は、本契約の期間内においても、甲に対し、3カ明前までに書面で通知することで、本契約

を解約することができる。                     ,

:

¨  ヽ

第8条 乙は、土地を返還するとき、原状に復するものとする。原状回復の具体的な方法について乙は

甲の要望日配慮するものとする。

′.併彊者に対する責D

第9条 乙は、土地の利用及¨ 設置、管理により第二者に対して生じた損害につき、責任額 う

ものとし、甲に対
‐
して迷惑を力ヽすないものとする。

□ 紙θ項 抑

第 10条 本契約の収入印紙は乙の負担とする。

(ヘリポート使用時の土地の車両の通行制岡

第11条 甲は、ヘリポー トを旅館右馬允の宿泊客力汗1媚するために使用し、前述のベリポート使用の

ために土地を通行するときは、原則、使用日の 3日前の午後 5時までに乙にヘリポート使用連絡表

仰蜘[1)を提出するものとする。ただし、使用日の 3日前にヘリポート使用連絡表 偶J紙 1)を提

出することができないやむを得ない事由があるときは、使用日の前日の午後 5時までに提出するもの

とする。



ノ

　

　

ヽ

2 乙は、ヘリコプターの離調 寺は土地の車両の通行を一日繰 澄するものとする。

i特記類

第12条 乙は、第 1条第 2項の定めに基づき、土地の利用については別紙 2に定めるところによるも

のとする。ただし、土地の利用開始後、別紙 2に関連して甲又は乙に疑義や不都合が生じた場合には、

甲乙誠意をもつて協議のうが ll紙 2を修正あるしヽま変更することができるものとする。

〔鋼 m

第13条 本契約に係る紛争に関する訴訟・調停は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管

轄裁判所とする。

"浄
等の角稼方法)

第14条 本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるもの

とするЭ

以上の契約の証として、本書2通を作成し、甲及び乙がおのおの記%押印のうえ、各自そのよ通を保

有する。

・́ /ρ 年 月

“

 日

住 所

氏 名

住 所

氏 名

住 所

氏 名

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線推進本部

中央新幹線建設部

名古屋建設部長

甲

所

称

住

名

乙

本 田
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(通行予定台数 )

第 5条  乙が本契約期間中、土地を通行する車両の台数は、最大で 1,o80台 /日 (往

復)を予定 し、さらに車両の通行台数低減、通行計画への配慮に努めるものとする。
なお、ここでぃ ぅ台数 とは、月あた りの総台数を稼働 日数で割った台数をい う。

2 中央新幹線の送電線工事関係車両が土地を通行する場合はt前項の最大通行台数
十二含めるものとする。

(土地の通行時間)

第 6条  土地の通行時間は、 日曜 日以外の午前 7時 30分から午後 7時 までを基本 とし
(た だ し、午前 7時 30分か ら午前 9時まではなるべ く発生土運搬及び大型車両の通

行を避けるように配慮す る。)、 土曜 日については午前 7時 30分から午後 3時まで
を基本 とす る。ただ し、ゃむを得ない理由により通行時間外に通行する必要が生 じ
る場合は、この限 りでない。                        ′

2 煎項ただ し書の場合には、乙は甲に対 し事前にその旨を報告するものとする。

工ヽ事予定表・繁忙期の通行の禁止)

事 7条  乙は工事予定を記入 した工事予定表を 3か月ごとに作成 し、甲に送付す るこ
ととする。

2 甲は、乙に対 し作業内容や車両の通行台数、通行時間等について意見を述べるこ
とができるものとし、乙は甲及び大鹿村の観光業に及ぼす影響を低減するよう最大
限配慮するものとするっ

3 本条第 1項の送付は本契約末尾記載の甲の住所宛に行 うものとする。

:車両の速度制限等 と発生土・排水の拡散防止対策 )

=8条
 土地を走行する車両の最高速度は 30キ ロメー トノン/時 とするものとする。

二 乙が発生土を運搬する際には、荷台に三方向
?幌

がけを施1)の とする。
: ユ|ま 、車両のタイヤ洗浄装置を小渋川非常 ロヤー ドに設けるものとする。
■ 二|ま 、過積載を予防す る目的で小渋川非常ロヤー ドに重量計を設置するものとす

こ_

項から第 4項までに定める事項は、甲に報告するものとする。
項から第 4項 までに定ゅる事項の遵守を確認するため、甲は乙に事前に
乙協議の うえ、 その指定す る者 と共 に土地 を見学す ることがで きるもの
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2 乙は、土地 と隣接す

こととする。

側溝 に上砂 が流入 しない よ う対策 を施す


